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平成２３年度第３回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 
１ 日 時  平成２３年１１月１７日（木） 午後１時３０分～午後３時００分 
２ 場 所  契約課工事入札室（本庁舎５階） 
３ 出席者  （委 員） 

小峰委員長、大迫委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員（５０音順） 
（事務局） 
森資産経営部長、小川契約課長、槌谷技術管理課長、米華契約課主幹、 
石井契約課課長補佐、東端契約第一係長 

４ 議 題 
（１）入札・契約制度について 
（２）審議事項 

各入札方式における契約手続の審議 
（３）報告事項 
   指名停止状況について 
 

５ 議事の概要 

（１）議事録署名人について 

小峰委員長の指名により、大迫委員と中曽根委員に決定。 

（２）入札・契約制度について 
事務局から、平成２３年度の入札・契約制度及び入札状況について説明後、質疑応答。 

（３）各入札方式における契約手続の審議について 
大迫委員から、抽出工事６件の抽出理由を説明。 
１ 制限付一般競争入札「ひび野ポンプ場非常用発電機設備更新工事」 
２ 制限付一般競争入札「若葉区役所屋上防水改修外工事」 
３ 制限付一般競争入札「（主）千葉大網線舗装道補修工事」 
４ 指名競争入札「千葉市立弥生小学校校舎耐震補強給排水設備工事」 
５ 指名競争入札「二級河川坂月川外２災害復旧工事」 
６ 随意契約「千葉市立海浜病院７階新生児室外改修機械設備工事」 

事務局から入札方式ごとに各工事を説明後、委員会で審議。 
（４）指名停止状況について 

事務局から、平成２３年度の指名停止状況について報告後、質疑応答。 

（５）次回の審議対象抽出委員について 

小峰委員長の指名により、篠委員に決定。 
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６ 会議経過（発言の要約） 

 
（２）入札・契約制度について 

 
○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 
 
○米華契約課主幹 （入札・契約制度について説明） 
 

質疑・応答 
 
○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 
         資料１の統計資料１について、不調が発生しているようですが、工事や

工期の関係等で問題になっているようなことはありませんか。 
 
○小川契約課長  いまのところ、大きく支障が生じているような状況は発生しておりませ

ん。 
 
○本 橋 委 員  資料１の統計資料３について、予定価格の事前公表において予定価格を

上回った金額での応札があったという理解でよろしいですか。 
 
○東端契約課係長  予定価格が事前公表の場合は、基本的には予定価格を上回る応札はない

のですが、間違えた金額を入札してしまったということも考えられます。 
 
○小峰委員長  他に質問が無いようですので、次の審議事項に移ります。 
 
 
（３）各入札方式における契約手続の審議について 
 
○小峰委員長  はじめに今回の案件の抽出者であります大迫委員から、各工事の抽出理

由の説明をお願いします。 
 
○大 迫 委 員  制限付一般競争入札の案件１は、総合評価落札方式で執行し予定価格事

後公表の案件で、低入札調査対象となったが、調査対象者が失格となった

案件であるため。案件２は、総合評価落札方式（実績育成タイプ）で執行

した案件で、低入札調査対象者が落札した案件であるため。案件３は、予

定価格事後公表の案件で、申請業者が多数で、低入札調査対象となった案

件であるためです。 
指名競争入札の案件４は、制限付一般競争入札で入札不調となったため、 



 ３

指名競争入札で執行した案件であるため。案件５は、再発注の案件で、災 
害復旧工事として指名競争入札で執行した案件であるためです。 
随意契約の案件６は、病院における随意契約の入札状況を確認するため 

です。 
 
○小峰委員長  それでは、案件１から３までの制限付一般競争入札について、事務局から

説明をお願いします。 
 
○石井契約課補佐 （案件１～３についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 
○小峰委員長  まずは、案件１についてお願いします。 
 
○大 迫 委 員  落札者は、発電機を自社で製造しているのでしょうか。 
          
○小川契約課長  自社では製造せず、他社で製造した発電機を使用するとのことです。 
 
○大 迫 委 員  自社で製造していない者も市内に本社、支店・営業所があるということ 

で一般競争入札で募集したとき、参加できるのですか。 
 
○小川契約課長  はい、今回の工事については、基本的に下水処理場あるいはポンプ場の 

設備全体に精通していて、発電機の運転制御と既設プラント機器類との接 
続確認や動作確認ができる者であれば、市内業者でも可能であると考えて 
おります。 

   
○小峰委員長  施工実績としてはどうですか。 
 
○小川契約課長  入札参加資格要件に該当する業者は、市内業者ですと１者だけです。 
 
○小峰委員長  入札調書に出ている業者に市内業者はいますか。 
 
○小川契約課長  全部、準市内業者になります。 
 
○大 迫 委 員  従来は、自社の工場で製造したものを設置するような形が多かったため 

に、補修や改良の時も製造した者が受注するという流れがあったと思いま 
す。ですから、一般競争入札になってくると、発電機を買ってきて据え付 
けるという者も受注できるのか確認したかったのです。 
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○本 橋 委 員  関連してということになりますけども、発電機というのは、従来、ひび 
        野ポンプ場についていた発電機と違うものでも、性能が同じであれば、今 

回は用が足りたということだから、機械の指定をせずに入札した、という 
理解でよろしいですか。 
 

○小川契約課長  はい。そういうことでございます。 
 
○大 迫 委 員  ポンプ場にすでにある配電盤との整合は必要だと思います。自分たちの 

買える発電機を買ってきて、据え付けて相性が合うかどうか、既設機器と 
の調整が出来ていないと、うまくいきません。 

 
○本 橋 委 員  東芝プラントシステム株式会社の低入札調査における具体的な失格理由 

を教えてください。 
 
○小川契約課長  共通仮設費や現場管理費、一般管理費について、その金額で入札したと 

いう理由がありますが、その根拠となる計算ですとか、積算根拠が明確に 
示されていないところがありました。また、提出を求めている施工体制台 
帳等の提出書類が提出されていないという提出書類の不備により失格とな 
っております。 

 
○小峰委員長  本工事の落札者である株式会社第一テクノは自社の工場で作るのではな 

く、他社から製品を買うということですね。 
 
○小川契約課長  はい、そうです。 
 
○大 迫 委 員  千葉市では包括管理委託がありますので、そういう形に移行していくと 

このような状況が段々出てくる訳ですね。例えば、更新等の際に維持管理 
はこの会社だけれども、こういった機器を入れたいという場合に、業者で 
技術的な調整が出来ないとなると、市で調整するとしても、かなりの負担 
になるのではないかと思いますので、調整方法を整理する必要があると考 
えます。 
 

○小峰委員長  既存機器と異なるメーカーの機器が入ってくるので、調整は誰が行うの

かということですね。 
 
○森資産経営部長  包括管理委託は通常の維持管理である修繕系に限っており、機械の更新 

等の場合には、一般競争入札にしてその仕様にあった機械を購入設置した 
方が効率的であり公平だろうということです。また、入札に際して設計す 
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るわけですので新しい機械であっても仕様どおりの機械が入れば、今まで 
どおりに通常の維持管理が可能であるとして、こういう発注になっている 
ものと思います。 

 
○大 迫 委 員  場合によっては、市側の負担がかなり重くなってくる可能性はあると思 

います。結局、今までは系列の会社のものを買って系列の品物を据えると 
いうことで、そのライン上で調整は済んでいたのですが、今までのライン 
とは他のものが据わっているとなると、その調整は誰がするのかはっきり 
しなくてはならないのだと思います。 
 

○本 橋 委 員  仮に更新前の非常用発電機がＡ社製だとした時に、今回のこの結果から 
仮定の話しをさせて頂きますと、Ａ社製のものだけど他社製品でも取替え 
が可能だと判断して、他社製品のものでもいいですよという入札参加要件 
となった。それでＡ社製に限らず発注に出し、入札した結果、Ａ社は入札 
に参加せず、他社が入札に参加する結果となった。Ａ社は自分のところの 
ものだから、他の入札参加者よりも安い値段で応札できた可能性がありま 
すが、他社はＡ社からの購入価格に上乗せされた利益が一般的にはつきま 
すから、その分は差が出ます。施工のところは同じ位で見積もったと仮定 
すると、A 社がこの入札に参加しなかった場合、結果的にはＡ社のものを、 
Ａ社以外の者が購入して高い値段で落札されたという結果かもしれません。 
また、今までだったら、これは今日審議する最後の案件（病院関係の案 

件）で、よくみられる当該案件は現地等に非常に精通していなくてはいけ 
ないから１者随契ですという随意契約になってもおかしくない案件とも言 
えます。 

一方、このポンプ場は、そういうことで１者随契にしなくていいのかと。 
この工事には高度な技術力と施行管理能力が必要だということが、入札参 
加資格設定の理由で求められております。であるならば、工事が失敗する 
可能性も相当程度存在する工事であり、そのリスクを排除して万全を期し 
て高い値段になるかも知れないけど、現地を熟知した納入業者に対する１ 
者随契でよいのではないかという意見もあるのかも知れません。 
 

○大 迫 委 員  本橋委員さんのいわれるように、従来は、こういう例えば発電機などを 
更新するときには、より安全を重んじるということで、例えばＢ社の発電 
機が入っているとすれば、Ｂ社と契約することが多かったと思います。そ 
れが総合評価落札方式や一般競争入札、あるいは包括管理という形になっ 
てくると、こういう状況になってくると推測できる。だから、そのときと 
にかく買ってきて据えるという会社が落札したとき、調整をうまくやるよ 
うな仕組みがいるんだろうなと思います。 
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○小 峰 委 員 長  はい、他にありますでしょうか。よろしいですか。それでは次の案件に移り

たいと思います。案件２についてお願いします。 
 

○大 迫 委 員  この案件の防水仕様が一般的なマンションのシート防水やアスファルト 
防水とは異なる工法であり、総合評価落札方式で実績育成タイプであるの 
で実績を養成するという意味合いがあったが、実績のある業者が少なくて 
辞退や失格が多かったことから、結果として実績のある業者が落札したよ 
うな感じを受けました。 

 
○小峰委員長  結果的に施工実績のない業者がほとんどだったのでしょうか。実績のあ

る業者はあったのですか。 
 
○小川契約課長  本工事で求めている施工実績を有する市内の防水業者は１４者と想定し 

ております。 
 
○小峰委員長  ＦＲＰ断熱防水の実績があるということですか。 
 
○米華契約課主幹  建築物の防水工事が施工できる業者であれば、本工事の入札参加資格を 

満たすものと考えております。 
 

○小川契約課長  特殊なものではないと聞いております。 
 
○米華契約課主幹  総合評価落札方式自体は平成２２年度から本格実施している訳ですが、 

防水工事における総合評価落札方式の適用案件は少なく、業者が総合評価 
落札方式に慣れていない部分もあるかと思われます。 

 
○本 橋 委 員  技術提案等の評価項目に欠格があるため失格となった４者の内容を教え 

てください。 
 
○小川契約課長  工事成績評定点の実績の項目で、３者が記入もれ、１者が実績あるが未 

提出により欠格。配置予定技術者の資格の項目で、４者が実施要領書で定 
める資格以外の資格者証を添付で欠格。配置予定技術者の安全活動取組実 
績の項目で、２者が受講日が５年以前、２者が評価対象外の講習受講で欠 
格となっております。 

 
○本 橋 委 員  わかりました。さきほど、防水業者が総合評価落札方式に慣れていない 

ということが言われていましたが、市としては総合評価落札方式を平成２ 
２年度から実施しているとは思うのですが、新たな業者に対しては、形式 
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的な不備については、救済できるようにしてあげる方が良いのではないか 
と思いますがどうでしょうか。 

 
○槌谷技術管理課長  確かに技術提案書の作成に慣れていないということもあると思いますの

で、毎年３月に業者を集めて行う講習会等の機会を活用するなどして、こ

ういう事例がないように対応したいと思います。 
 
○中曽根委員  毎年３月に講習会があるということですが、実績育成タイプという性質 

ですから、できれば発注される時にもう一回開催できればよろしいのでは 
ないでしょうか。 

 
○森資産経営部長  業種によって発注件数に多寡がありまして、防水工事の総合評価落札方 

式は滅多に発生しないためにこういう状況になる訳ですが、公告から技術 
提案書を提出するまでに一定期間があり、相談を受け付けない訳ではあり 
ませんので、相談窓口的なものを周知することにより、業者がわからない 
ところを相談しながら技術提案書を提出できるのではないかと考えます。 

 
○小 峰 委 員 長  そうですね、多くの入札を希望する業者がいますので、相談に乗ってあげた

方が良いと思います。 
他に質問が無いようですので、案件３についてお願いします。 
多数の入札参加者で落札率も８３．８５％と低くなっていますが、過去 

の舗装工事の出来高、成績はどうなのですか。 
 
○米華契約課主幹  特に問題なく、工事成績も合格点に達しております。 
 
○小 峰 委 員 長  下請け業者への影響は出ていないですか。 
 
○米華契約課主幹  特に聞いてはおりません。 
 
○中曽根委員  予定価格事後公表で入札参加申請者数が３１者というのは、道路の舗装 

というのは、比較的積算しやすいということですか。 
 
○米華契約課主幹  そういう傾向はあるようです。 
 
○中曽根委員  道路の舗装の場合は、一般的な予定価格事後公表にある参加者が少ない 

という状況とは違いますね。 
 
○米華契約課主幹  土木、舗装工事は予定価格の事前公表、事後公表に関わらず参加者数が 
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多いです。 
 
○森資産経営部長  本案件は舗装Ｂランクで発注していますが、登録数が市内１１６者で本 

工事の入札参加資格を満たすと想定される者も６４者ともともと多いラン 
クになります。 

 
○篠 委 員  これだけ失格が多いということは、積算能力が低いということなのです 

か。 
 
○米華契約課主幹  予定価格は事後公表の案件ですので、低入札調査基準価格は類推しにく 
        いのですが、なるべく低入札調査基準価格に近づけて入札してきた結果、 

下回ったものではないかと思われます。 
 
○篠 委 員  失格を除くと実質的に入札に参加したのは４者となります。辞退した理 

由は何ですか。 
 
○小川契約課長  技術者の配置が困難であったり、会社の都合によるものと聞いておりま 

す。 
 
○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４から５の指名競争入札について、

事務局から説明をお願いします。 
 
○石井契約課補佐 （案件４～５についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
 
○小峰委員長  まずは、案件４についてお願いします。 

 
○大 迫 委 員  １回目の入札参加者のうち、失格となった２者の失格理由は何でしょう 

か。予定価格は事前公表の案件ですよね。 
 

○小川契約課長  予定価格は事前公表です。最低制限価格を下回ったため失格となってい 
ます。 

 
○大 迫 委 員  予定価格は事前公表されていたけれども、最低制限価格は下回ってしま 

ったということですか。 
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○小川契約課長  はい。 
 
○小峰委員長  最低制限価格は公表していないのですか。 
 
○小川契約課長  はい。落札決定後に公表となります。 

 
○小峰委員長  失格の２者は２回目の入札には指名されていますか。 

 
○小川契約課長  ２者のうち、１者は技術者が不足しているため指名しておりません。 

 
○中曽根委員  工事概要にある保温工事というのは何でしょうか。 

 
○橋本契約課主任主事  配水管や給水管等が凍結しないようにするための処置かと思われます。 

 
○小 峰 委 員 長  他に質問が無いようですので、案件５についてお願いします。 
 
○中曽根委員  東日本大震災の災害復旧工事ということで、早急な復旧が必要かと思わ

れますが、河川ということですし、落札決定日が９月３０日では遅くない

のでしょうか。 
 
○小川契約課長  復旧工事については、設計をして国の災害査定が終わり次第、早期に発 

注している状況です。 
 
○槌谷技術管理課長  すでに震災直後における応急復旧は発注しており、最終的には国庫補助

による災害復旧事業ということで実施しますので、国の手続きが済んで最

終的な工事ということで発注しております。 
 
○中曽根委員  もっと前の段階で応急措置は取られたということですね。 
 
○森資産経営部長  今回千葉市では、液状化等の被害が多かったわけですが、このような危

険な箇所は応急復旧を実施しておきまして、下水や舗装等の本復旧につい

ては災害復旧ということで国庫補助による財源の認可待ちとなっていまし

た。応急復旧で市民の安全を確保したうえで、災害復旧に取り組むという

形となっております。 
 
○大 迫 委 員  １回目の入札で１者入札しているのですが、入札不調となった理由は何 

でしょうか。 
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○小川契約課長  本市では入札約款において、指名競争入札おいて応札が１者のみの場合 
はその入札の執行を取りやめるということになっておりまして、１者では 
競争性が認められないという判断から、入札不調の取扱いとしております。 

 
○本 橋 委 員  指名競争入札で何者以上指名するという基準は、案件とか金額によって 

定められているのでしょうか。 
 

○小川契約課長  本市においては指名業者の選定基準というものがありまして、具体的に 
        は金額になりますが、設計金額３００万円未満の工事では５者以上、１千 
        万円未満だと７者以上、３千万円未満だと１０者以上、３千万円以上の場 

合ですと１２者以上と定めておりまして、今回の災害復旧工事につきまし 
てもこの基準に従いまして、業者を選定している状況です。 

 
○本 橋 委 員  さきほど審議した案件４で、２１者を指名したのはどういう状況でしょ 

うか。 
 
○小川契約課長  案件４ですが、１回目に制限付一般競争入札で実施して不調となって、

事業のスケジュール等から指名競争入札に切り替えている訳ですが、指名

においてはなるべく広く参加してもらうためにということと、一般競争入

札の段階ではもしかしたら発注情報を見落としているという可能性も考え

られますので、基本的には本工事を施工できる実績を有する者全てを指名

しているところです。 
         また、今回の災害復旧工事については、早期発注、早期復旧させるため

に指名競争入札で行うということとして、指名選定基準に基づき指名して

おり、不調で再執行の場合には、１回目で辞退した業者を除いて指名を行

っております。 
 
○本 橋 委 員  １回目の入札参加者である１者は、今回の指名に入っていますか。 
 
○小川契約課長  入っております。 
 
○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件６の随意契約について、事務局から

説明をお願いします。 
 

○石井契約課補佐 （案件６についての発注経過を説明） 
 

質疑・応答 
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○篠 委 員  資料２の２４ページを見ますと、随意契約は３件ですべてこの病院に関

連する工事ですが、他の２件の建築、電気の案件も本件の落札業者と同じ

でしょうか。 
 

○米華契約課主幹  ３件とも異なる業者です。 
 

○小峰委員長  随意契約の理由は３件とも同じですか。 
 

○東端契約課係長  ほぼ同じ内容となっております。 
 

○大 迫 委 員  過去にも同様に議論した事案であったため抽出したものですが、さきほ 
どの案件１よりさらに施工業者が限られる理由となっていますが、こうい 
う方法しかないのかなと思いますが、どうなのでしょうか。 
 

○小峰委員長  病院における随意契約の理由は、患者の生命の安全性等がうたわれてい

る場合が多いですね。 
 
○森資産経営部長  契約課の立場としては、随意契約は決して悪いとは言いませんが、でき 

るだけ一般競争入札で広く募集したほうが適正なことは間違いないとは認 
識しているのですが、諸条件があって安全性ですとか病院の特殊性などを 
考えますと、やはりこういう工事というのは随意契約に頼らざるを得ない 
といけないのかなという専門的な意見もあります。契約課からは工事を発 
注する建築部に対しては、本当に安全性を重視して随意契約として発注し 
なければならない案件なのか、広く募って発注できる案件なのかよく精査 
するよう依頼しております。 

 
○小峰委員長  他市もおそらく同じような状況があると思いますので、その状況も参考

にするということもあるかと思います。やはり人命尊重等いろいろな関係

があって随意契約せざるを得ない状況もあるのかもしれませんが、ひきつ

づき調べていくことも必要かと思います。 
 
○森資産経営部長  以前、本橋委員さんからも指摘のあったように、建築時からそういうこ 

とを想定して、代替できることを考慮した中でコストを考えながら建築時 
に設計にあたった方が良いのではないかというご指摘をいただいたことが 
あり、それは建築部に申し入れてありますので、そういうことに対する意 
識を持った上で発注しているものと思っております。 
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○本 橋 委 員  どうしてもこういう随意契約になってくると、今回は生命に関わるもの 
でそれも新生児室というところですので、最大限安全を確保する必要があ 
るということだと思いますが、また一方で、案件１のひび野ポンプ場も広 
く言えば人体にも影響を及ぼすこともなくはないが、今回は非常用の電源 
ということで、本案件よりは緊急性としては下回るのかということも思い 
ますが、どこかで線引きが必要ではないかと思います。 

さらに今お話しいただいたように、元々が代替がきくもので設計すべき 
なのか、案件１で大迫委員が言われたように、包括的に全部委託していく 
ことが市のコスト低減を図れる方法ではないかということも含めて、よく 
検討することが時代の流れに沿って良いのではないかと思います。 

 
○大 迫 委 員  電算関係の事業を見ますと機器を持たず使用料を払うという形に変化し 

てきていますので、外国の事例も含めて調べることも必要かもしれません。 
 
○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で各入札方式における契約手続の審議を終わら

せていただきます。 
 
（４）指名停止状況について 

 
○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 
 
○米華契約課主幹 （入札・契約制度改正及び指名停止状況について説明） 
 
○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 
 
○中曽根委員  経営不振の１者ですが、指名停止の期間というのはどうなるのでしょう 

 
○米華契約課主幹  民事再生法の適用を申請をしたのが今年の４月であり、再生計画の認可

決定がおりていませんので、まだ指名停止の状態となっております。 
 
○中曽根委員  再生計画の認可決定後は、指名停止が解除になるということですか。 

 
○米華契約課主幹  はい、そうなります。 
 
○小峰委員長  他に質問がありますか。 

何も無いようですので、これで終了させて頂きます。 
以 上 
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平成２３年度第３回千葉市入札適正化・苦情検討委員会議事録署名人 
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問い合わせ先 千葉市財政局資産経営部契約課 
ＴＥＬ ０４３（２４５）５０８８ 
ＦＡＸ ０４３（２４５）５５３６ 


